
新
政
権
が
打
ち
出
し
た
「
２
％

の
物
価
上
昇
」
政
策
は
、
所
得
が

減
り
続
け
て
い
る
町
民
の
暮
ら
し
を
さ

ら
に
厳
し
く
し
て
い
る
。

デ
フ
レ
不
況
打
開
の
た
め
に
は
雇
用

の
安
定
と
、
賃
金
の
引
き
上
げ
が
待
っ

た
な
し
の
課
題
で
あ
る
が
、
低
賃
金
と

非
正
規
雇
用
者
は
増
え
続
け
て
い
る
。

幕
別
町
で
も
非
正
規
職
員
は
増
大
し

て
お
り
、「
官
制
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
と

言
わ
れ
る
現
状
を
打
開
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
般
職
を
は
じ
め
、
保
育
士
、
保
健

師
な
ど
低
賃
金
で
長
期
に
責
任
あ
る
仕

事
に
つ
い
て
い
る
臨
時
職
員
も
多
く
、

現
状
と
改
善
に
向
け
る
姿
勢
に
つ
い
て

伺
う
。

町
の
非
正
規
職
員
の
現
状
。

（1）①
人
数
は
。

②
職
種
ご
と
の
平
均
賃
金
と
正
職
員
と

の
格
差
。

委
託
事
業
従
事
者
の
現
状
。

（2）①
委
託
事
業
従
事
者
の
正
職
員
と
非
正

規
職
員
の
人
数
。

②
男
女
平
均
賃
金
と
正
規
、
非
正
規
の

格
差
。

③
各
種
保
険
の
加
入
状
況
。

④
最
低
賃
金
遵
守
等
の
指
導
。

官
制
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を
無
く
す
取

（3）り
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

①
平
成

年
４
月
１
日
現

（1）

24

在
、
非
正
規
職
員
は
２
９
０
人
で
あ
る
。
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③
労
災
保
険
は
１
０
０
％
、雇
用
保
険

（2）は
７
８
％
、健
康
保
険
は
３
０
％
で
あ
る
。

④
適
正
な
賃
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
の
お

願
い
を
記
載
し
た
文
書
を
町
の
指
名
業

者
に
配
付
し
て
い
る
。

最
低
制
限
価
格
に
つ
い
て
、
平
成

（3）

23

年
度
か
ら
業
務

委
託
に
係
る
設
定
率

の
引
き
上
げ
を
行
っ
た
。
平
成

年
度

25

か
ら
の
入
札
で
は
、
落
札
率
も
前
回
よ

り
上
昇
し
て
お
り
、
委
託
業
務
従
事
者

の
方
の
雇
用
安
定
に
期
待
を
し
て
い
る
。

孤
立
死
が
後
を
絶
た
ず
福
祉

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

町
の
孤
立
死
の
現
状
。

（1）
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
停
止
は
。

（2）
提
供
事
業
者
と
の
情
報
交
換
。

（3）
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
推
進
。

（4）

平
成

年
１
月
に
当
時

（1）

23

75

歳
で
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
単
身

男
性
の
事
例
が
１
件
発
生
し
て
い
る
。

福
祉
課
と
連
携
を
と
り
、
生
活
保
護

（2）受
給
世
帯
や
生
活
困
窮
世
帯
に
対
し
て

の
給
水
停
止
は
行
っ
て
い
な
い
。

提
供
事
業
者
か
ら
の
情
報
提
供
の
仕

（3）組
み
が
ま
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
が

今
後
調
査
し
て
い
き
た
い
。

民
生
委
員
、
公
区
な
ど
の
地
域
住
民

（4）の
ほ
か
各
種
事
業
者
が
連
携
し
て
、
日

常
的
な
声
か
け
や
訪
問
、
電
気
の
消
灯

や
郵
便
受
け
の
確
認
な
ど
の
見
守
り
活

動
の
ほ
か
、
高
齢
者
が
よ
く
訪
れ
る
内

科
・
歯
科
医
院
、
商
店
、
銀
行
、
郵
便

局
等
を
「
見
守
り
協
力
機
関
」
と
し
て

登
録
を
お
願
い
し
、
異
変
を
感
じ
た
時

に
通
報
等
を
い
た
だ
け
る
よ
う
な
高
齢

者
の
見
守
り
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
。

町

長

一般質問

中橋 友子
議員

（日本共産党
幕別町議員団）

問答

孤
立
死
を
生
ま
な
い
町
づ
く
り

見
守
り
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
構
築
が
重
要
で
あ
る

問答

町
の
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
実
態
と
安
定

雇
用
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
対
策
に
つ
い
て
引
き
続

き
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い

卿

（1）②正職員と非正規職員の賃金比較

平均月額職員の区分

30万6000円一般事務職員
正
職
員

34万2000円保育士

30万円保健師

12万7000円一般事務補助職員非
正
規
職
員

14万2000円臨時保育士

21万3000円嘱託保健師

（2）委託事業従事者の現状

（人数と賃金比較）

①②職員区分別

11万5000円14人正職員

7万9000円69人非正規職員

②男女別

9万5000円47人男性

7万1000円36人女性


